
教育委員会会議録 

 

１．日 時  平成 28年 1月 29日(金) 開会 午後 1時 30分 

 

２．場 所  教育委員会室 

 

３．議 事   

       議案第 67号 後援名義の使用について(5件) 

       議案第 68号 共催名義の使用について(1件) 

    非  議案第 69号 讃岐国府跡調査保存活用検討会議の委員の委嘱について 

       議案第 70号 後援名義の使用について(7件) 

    非  議案第 71号 教育功労者表彰(後期)について 

       議案第 72号 後援名義の使用について(1件) 

    非  議案第 73号 坂出市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及び 

坂出市児童・生徒就学援助費支給要綱の一部改正について 

    非  議案第 74号 坂出市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について 

    非  議案第 75号 優良児童・生徒の表彰について    

               

       報告第 30号 カヌー競技用トレーニング機器購入について 

非  報告第 31号 指定学校の変更について 

非  報告第 32号 外国人の就学について 

非  報告第 33号 坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例(案)の概要 

 

４．出席者  教育長       國重 英二 

       委 員       斉藤 惠子 

       委 員       髙尾 正彦 

       委 員       中橋 孝彦 

       委 員       小川 幸彦 

 

５．関係者  教育部長      藤村 正人 

       教育総務課長    杉之原 智也 

       学校教育課長    大平 美徳 

       学校教育課主幹   香西 秀紀 

       学校教育課主任指導主事 森 浩輔 

       生涯学習課長    森 毅彦 

       生涯学習課長補佐  松岡 英治 

       生涯学習課副主幹  三谷 一正 

       文化振興課長    谷本 秀子 

       文化振興課主幹   今井 和彦 

       文化振興課副主幹  宮川 滋義 



       書 記 教育総務課長補佐 香川 浩基 

 

６．署名委員について    國重英二教育長，斉藤惠子委員 

 

７．前回会議録の承認について 

  12月 22日定例教育委員会の会議録承認 小川委員より報告 

 

  会議録は詳細かつ正確であった旨の報告あり。 

 

８．非公開案件について 

議案第 69号，報告第 31号，32号は個人情報に関わる案件、議案第 71号，73号，74号，

75 号及び報告第 33 号は教育委員会内部協議に関するものであり，非公開とすることにつ

いて挙手による採決を行った。 

<結果> 

多数決により非公開とすることに決定。 

 

９．議案・報告についての審議 

 

 

文化振興課所管 

議案第 67 号 後援名義の使用について 

説明者:文化振興課長 

承認実績のある案件 3件，新規案件 2件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

◇委員 

 讃岐ジオパーク構想による地方推進シンポジウムは，他市後援は東の自治体だが，坂出

市が入っていることの理由は。 

<回答> 

文化振興課長 

 ジオパークはサヌカイトと密接に関係があり，本市がサヌカイトの産地ということで関

係する市町に案内している。今回は，サヌカイトで有名な前田氏がパネラーとして参加さ

れる。市長にも依頼があったが，公務により参加できないため，サヌカイトに詳しい前田

氏になったようだ。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

議案第 68 号 共催名義の使用について 

説明者:文化振興課長 

新規案件 1件の説明を行う。 

◆質疑・意見 



特に発言する者なし。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

生涯学習課所管 

議案第 70 号 後援名義の使用について 

説明者:生涯学習課長 

承認実績のある案件 7件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

特に発言する者なし。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

報告第 30 号 カヌー競技用トレーニング機器購入について 

説明者: 生涯学習課長 

カヌー競技用トレーニング機器購入について説明を行う。 

◆質疑・意見 

◇委員 

 この機器を置いているのは府中湖のカヌー研修センターでよろしいか。 

<回答> 

生涯学習課長 

 そうである。現在は研修センターが手狭なので 2 台しか置いておらず，3 台を白峰中学

校に置いている。今の時期，府中湖まで行くと日が暮れるという状況なので，普段は学校

で練習できるように置いている。残りは必要に応じて艇庫で組み立てて，練習している。 

◇委員 

 場所の確保も必要となる。 

<回答> 

生涯学習課長 

 はい，どうしても漕ぐ幅も必要となる。 

◇委員 

 前にあるのは鏡か。 

<回答> 

生涯学習課長 

 そうである。自分で自分の姿勢を見られるし，指導員もその姿勢を見てどこが悪いかを

指摘できる。湖の上ではできない。また，国の全額補助でありがたい。国内でもこれだけ

の機器を設置しているところはない。 

 

学校教育課所管 

議案第 72 号 後援名義の使用について 

説明者:学校教育課長 



承認実績のある案件 1件の説明を行う。 

◆質疑・意見 

◇委員 

 丸亀競技場はピカラスタジアムとも言うが，どちらの名称を使用したらよいのだろうか。

例えばオリーブスタジアムとなどネーミングライツにより使用しており，どちらが正式化

というとわからないのだが。 

<回答> 

学校教育課長 

 申請書は丸亀競技場となっている。 

教育部長 

 正式にお答えはできないが，申請書に基づいて取り扱っており，調べて正確を期したい

と思う。 

◇委員 

 ピカラは四国電力の通信部門の子会社で，ピカラインターネットで知られている。 

<結果> 

教育長は各委員に諮り，原案のとおり可決した。 

 

１０．閉会  午後 2時 45分 

 

１１．次回定例委員会日程 

 2月 25日(木)午後 1時 30分より 

 

以上，会議のてん末に相違ないことを証します。 

 

平成 28年 2月 25日 

 

教育長    國重 英二      

 

署名委員   斉藤 惠子 


